
（平成２２年６月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認鳥取地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



鳥取厚生年金 事案 310 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成 13 年３月１日から同年４月 21 日までの厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立人の

Ａ社における資格取得日に係る記録を平成 13 年３月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 17 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ：  平成 13 年３月１日から同年４月 21 日まで 

    平成 13 年２月５日から同年６月 20 日まで、Ａ社に正社員（経理担

当）として勤務した。給与明細書によると、13 年４月から同年６月ま

での３か月間、毎月、厚生年金保険料が控除されているにもかかわら

ず、13 年４月 21 日から同年６月 21 日までの被保険者期間（２か月）

となっているので、申立期間についても厚生年金保険被保険者であっ

たと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   給与明細書、雇用保険の記録及び申立期間当時の事業主の供述により、

申立人は、平成 13 年２月５日から同年６月 20 日までＡ社に継続して勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の給与明細書及び

申立人のＡ社における平成 13 年４月のオンライン記録から、17 万円とす

ることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務



所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



鳥取厚生年金 事案 311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年 10月 31日から 22年６月 28日まで 

       Ａ社（昭和 26年 10月から平成元年３月までは、Ｂ社、現在は、Ｃ社）に

昭和 20 年９月 25 日から 45 年 11月 25 日まで継続して勤務していたにもか

かわらず、申立期間の厚生年金保険の記録が抜けていることに納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人に代わりその妻が、申立人の年金記録の

訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間以前からＡ社で被保険者資格を取得している当時の同僚の供述か

ら、申立人が昭和 20 年９月から 45年まで、Ａ社本社又は支店で勤務していた

ものと認められる。 

しかし、厚生年金保険被保険者台帳及びオンライン記録によれば、申立人は、

Ａ社本社において昭和 20 年９月 25 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得、

21年 10月 31日に同資格を喪失、その８か月後の 22年６月 28日にＡ社本社に

おいて再度資格を取得しており、申立期間（昭和 21年 10月 31日から 22年６

月 28日まで）の被保険者記録が無く、同台帳には 21年 10月 31日の資格喪失

の理由に「転勤」と記載されている。 

また、Ａ社には、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所となっていない

複数の支店が存在しており、申立人の妻によれば、「申立期間当時、申立人は

Ａ社Ｄ支店（厚生年金保険の適用事業所となっていない支店）に勤務していた

かもしれない。」と供述している上、申立人と同時期にＡ社本社に勤務してい

た者４人を抽出して年金加入記録を確認したところ、申立人と同様にＡ社での

記録の間に被保険者記録が確認できない期間がみられ、連絡が取れた者に確認

したところ、厚生年金保険の適用事業所となっていない支店に勤務していたと



している。 

これらの事実から、Ａ社は、当時厚生年金保険の適用となっていない支店に

従業員を転勤させた場合、厚生年金保険の資格を喪失させていたものと認めら

れる。 

さらに、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所として確認できるＡ社本

社、Ｅ支店、Ｆ支店、Ｇ支店及びＨ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を確認したが、申立期間について申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

加えて、Ｃ社には、Ａ社における申立人の在籍及び厚生年金保険料控除を確

認できる資料が残っておらず、このほかに厚生年金保険料が事業主により給与

から控除されていた事実をうかがわせる周辺事情もみられない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は厚生年金保険被保険者として、保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 312 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 32年６月５日から 41年３月 31日まで 

  社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間の厚生年

金保険について脱退手当金を受給している旨の回答を得た。しかし、結婚を

機に退職した当時、脱退手当金の制度について知らず、請求したり受け取っ

た記憶も無いため、脱退手当金支給済の記録には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に

計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

４か月後の昭和 41年７月 23日に支給決定されているなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、当時、社会保険関係の事務を担当していた事業主の妻によると、「退

職する旨の申出をした従業員に対しては、脱退手当金の制度について事前に説

明し、委任状を提出してもらった上で代理請求をすることはよくあった。」と

供述しており、申立人についても事業主による代理請求が行われた可能性がう

かがえる。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年４月から 26年５月１日まで 

        社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、Ａ事業所の厚生年

金保険の記録が昭和 26年５月１日から 27年３月 25日までとの回答を得た。

実際に勤務したのは 25 年４月からであり、申立期間の厚生年金保険の記録

が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の保管する社員旅行の写真（昭和 25 年５月撮影）及び当時の同僚の

供述により、申立人が申立期間当時、Ａ事業所に勤務していたことが推認でき

る。 

しかし、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で申立人と同日

（昭和 26 年５月１日）に被保険者資格を取得した３人に照会したところ、そ

のうち２人は、それぞれ、被保険者資格の取得日の６か月又は１年程度前に入

社したと供述していることから、Ａ事業所では、当時、従業員を採用と同時に

厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

また、当該同僚２人は、「厚生年金保険に加入するまでに保険料を徴収され

ていたかどうか分からない。」と供述しているほか、Ａ事業所は平成７年 11

月に解散している上、申立期間当時の代表取締役及び社会保険事務担当者はい

ずれも既に死亡しており、申立期間の厚生年金保険料を事業主により控除され

ていたことを確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿では、申立期間について申立人の記録は無く、健

康保険の整理番号に欠番も無い。 

なお、申立人は、給与明細書等の関係資料を所持しておらず、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実をうかがわ



せる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 314 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  昭和 47年５月 20日から同年８月１日まで 

 社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間の厚生年

金保険の加入記録が無い旨の回答を得た。申立期間については、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務しており、厚生年金保険にも加入していたと思うので調べ

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書により

申立人の資格取得日は昭和 47年８月１日、同資格喪失確認通知書により資格

喪失日は同年９月１日と確認でき、これらは申立人のＡ社における健康保険

厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録と一致する。 

また、申立人が同時期にＡ社に入社し、３か月程度一緒に勤務していたとす

る同僚のオンライン記録をみると、同社での資格取得日は昭和 47 年９月１日

となっている。さらに、申立人と同じく、同年８月１日に厚生年金保険の被保

険者資格を取得している同僚等に照会したところ、複数の同僚から入社後３か

月程度の試用期間があったとの回答が得られた。このことから、申立期間当時、

Ａ社においては、入社してから一定期間（３か月程度）経過した後に厚生年金

保険への加入手続を行っていたものと推認できる。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したところ、

申立期間に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   なお、申立人は、給与明細書等の関係資料を所持しておらず、ほかに申立期

間において事業主により厚生年金保険料を給与から控除されていた事実をう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 315 

 

第１ 委員会の結論 

    申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年 10月 20日から 26年４月１日まで 

  社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間の厚生年

金保険の被保険者記録が無い旨の回答を得た。昭和 23年５月１日から 26年

３月 31 日まで継続してＡ村立Ｂ事業所に勤務しており、途中で被保険者記

録に空白期間が生じるとは考え難いことから、申立期間についての被保険者

記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び複数の同僚の供述から、申立人が申立期間についてＡ村立Ｂ事業

所（以下「Ｂ事業所」という。）に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなる理由は見当たらな

いものの、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和

23 年 10 月 20 日に適用事業所でなくなっており、それと同時に、申立人が被

保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、事業所記号払出簿で確認したところ、Ｂ事業所が適用事業所でなくな

った昭和 23年 10 月 20日以降、Ｂ事業所又は類似名称で厚生年金保険の適用

事業所は確認できず、同日以降もＢ事業所で勤務していた上司及び同僚５人に

ついて、オンライン記録又は厚生年金保険被保険者台帳で確認したところ、い

ずれも 23年 10月 20日以降、厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

さらに、Ａ村と合併したＣ市（当時はＤ町）は、Ｂ事業所に係る資料を保管

しておらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明とし

ているほか、当時の同僚からも保険料控除に係る具体的な供述を得ることはで

きなかった。 

このほか、申立人の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は



見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について申立人が厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 316 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月 12日から 39年５月 21日まで 

 社会保険事務所(当時)で年金記録を確認したところ、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い旨の回答を得た。昭和 36 年 11 月から平成 15 年１月

まで、Ａ社Ｂ工場及び同社合併後のＣ社Ｂ工場に継続して勤務し、申立期間

当時は選別包装業務に従事していたので、厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び同僚の供述により、申立人が申立期間当時、Ａ社Ｂ工場

に勤務していたことは確認できるが、オンライン記録では、申立人は、Ａ社Ｂ

工場において昭和 36 年 11 月 25 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、

37 年 11 月 12 日に資格を喪失後、39 年５月 21 日に再度資格を取得しており、

37年 11月から 39年４月までの申立期間の被保険者記録が無い。 

また、Ｃ社Ｂ工場が保管する「厚生年金保険資格取得に関する記録」では、

オンライン記録のＡ社Ｂ工場での資格再取得日と同様に、昭和 39年５月 21日

に被保険者資格を取得した旨の記録が確認できる。 

さらに、当時の同僚に照会したところ、「私は、当時Ａ社Ｂ工場で労働組合

の副委員長をしていた。Ａ社Ｂ工場では昭和 37 年ごろＤ専用工場からＥ工場

になったことに伴い、選別包装部門が新しく作られたが、同部門は労働条件が

悪く、同部門の臨時従業員は日雇健康保険に加入し、厚生年金保険に加入させ

てもらえなかった。労働組合で交渉し、昭和 39年ごろに全員が正社員となり、

厚生年金保険にも加入したことを覚えている。」と供述している。 



加えて、Ｃ社Ｂ工場が保管する申立人の人事記録台帳では、申立人は、申立

期間直後の昭和 39年５月 21日付けで正社員として採用された記録となってお

り、同社では、「臨時労務員として採用された者には厚生年金保険に未加入の

ケースがある。申立人の場合には、昭和 36 年 11 月 25 日から 39 年５月 20 日

までの期間は臨時労務員だったと思われる。」としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 317 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月 12日から 39年２月 21日まで 

 社会保険事務所(当時)で年金記録を確認したところ、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い旨の回答を得た。昭和 37年９月から平成 13年３月ま

で、Ａ社Ｂ工場及び同社合併後のＣ社Ｂ工場に継続して勤務し、申立期間当

時は包装業務に従事していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び同僚の供述により、申立人が申立期間当時、Ａ社Ｂ工場

に勤務していたことは確認できるが、オンライン記録では、申立人は、Ａ社Ｂ

工場において昭和 37 年９月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同

年 11月 12日に資格を喪失後、39年２月 21 日に再度資格を取得しており、37

年 11月から 39年１月までの申立期間の被保険者記録が無い。 

また、Ｃ社Ｂ工場が保管する「厚生年金保険資格取得に関する記録」では、

オンライン記録のＡ社Ｂ工場での資格再取得日と同様に、昭和 39年２月 21日

に被保険者資格を取得した旨の記録が確認できる。 

さらに、当時の同僚に照会したところ、「私は、当時Ａ社Ｂ工場で労働組合

の副委員長をしていた。Ａ社Ｂ工場では昭和 37 年ごろＤ専用工場からＥ工場

になったことに伴い、選別包装部門が新しく作られたが、同部門は労働条件が

悪く、同部門の臨時従業員は日雇健康保険に加入し、厚生年金保険に加入させ

てもらえなかった。労働組合で交渉し、昭和 39年ごろに全員が正社員となり、

厚生年金保険にも加入したことを覚えている。」と供述している。 



加えて、Ｃ社Ｂ工場が保管する申立人の人事記録台帳では、申立人は、申立

期間直後の昭和 39年３月 21日付けで正社員として採用された記録となってお

り、同社では、「臨時労務員として採用された者には厚生年金保険に未加入の

ケースがある。申立人の場合には、昭和 37 年９月１日から 39 年３月 20 日ま

での期間は臨時労務員だったと思われる。」としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


